
横浜市政記者、横浜ラジオ・テレビ記者 各位 
 
 
 
 

保健所、保健センターを名乗る不審電話について 
 
このことについては、５月下旬に中区役所及び健康福祉局から３回にわたり記者発表をしていますが、

その後も不審電話が続いています。 
内容は、５月に記者発表しました内容同様、「保健所」や「保健センター」を名乗り「健康診断費用の

半額助成をする」、「健診のために従業員の人数と氏名を教えて欲しい」などという健診関係のもののほ

か、「保健所の児童課」や「婦人学級」を名乗り、「児童手当や育児手当を現金書留で送るのでアンケー

トに答えて欲しい」というものが加わっています。横浜市では、事業所の健康診断を実施することはあ

りません。また、健康診断費用の半額助成制度もありません。児童手当を現金書留で送金することや電

話でアンケートを実施することもありません。 
こうした電話があった場合は、氏名や住所等を教えることなく、各区の福祉保健センター福祉保健課

またはサービス課にご連絡いただくようお願いします。 
 

１ 発生件数（５月３０日記者発表後） 
(1) 総件数  ６１件（５月３１日以降６月２９日現在報告分） 
(2) 区別発生状況 

鶴見区 神奈川区 西区 中区 南区 
４件 ２件 ５件 ７件 １０件 

港南区 保土ケ谷区          港北区             緑区             青葉区 
２件 ２件 １件 １件 １件 

都筑区 戸塚区 栄区 泉区 瀬谷区 
１件 １１件 ６件 ４件 ４件 

 
(3) 業種別発生状況 

飲食店 個人 
（こども関係）

公衆浴場 自動車整備 スーパー 

２６件 １２件 ３件 ３件 ３件 

板金塗装 石材店 食品販売 食品製造 その他 
３件 １件 ３件 １件 ６件 

 
２ これまでの電話の主な内容 

(1) 従業員の健康診断費用の半額が補助になるので、従業員の人数と氏名を教えて欲しい。 
(2) 従業員の健康診断をするので、従業員の人数と独身の人の人数を教えて欲しい。 
(3) 育児資金（児童手当、児童福祉手当）を９万円、現金書留で送付するのでアンケートに答えて欲

しい。 
 
３ 現在の健康福祉局の対応 
 (1) 健康福祉局、こども青少年局のホームページに注意喚起のページをアップしました。 

(2) 関係団体に注意喚起のため情報提供を行いました。 
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